
フローチャート

●用途廃止が可能な場合（機能がない場合）

○代替施設を寄附することにより用途廃止（付替え）が可能な場合（機能がある場合）

　　➊①用途廃止申請書
　　　　（様式第１～４号） ※書類審査・現地調査

　　（関係課へ意見照会含む）

　　➎⑤用途廃止決定通知書
　　　　（様式第５号） ➍④普通財産へ所管替え

　　（管財課へ引継ぎ）
　　⑥代替施設の設置
　　※完成後、代替施設の
　　　 土木工事完了届
　　　　（様式第６号）

　　⑦工事完了検査書通知

　　⑧代替地の寄附申出書
　　　　（様式第７号）

　　⑨代替地の
　　⑩所有権移転登記 　　　 所有権移転登記（委任）

　　⑪所有権移転登記完了 　　⑫登記完了通知

　　⑬寄附採納通知
　　　　（様式第８号）

　　➏⑭公有財産譲渡申請書

➑⑯表示・保存登記 　　➐⑮土地の表示・保存登記（委任）

➒⑰表示・保存登記完了 　　➓⑱登記完了通知

　　⓫⑲売買契約書・納付書

　　⓬⑳代金納入・売買契約締結

⓮㉒所有権移転登記 　　⓭㉑所有権移転登記（委任）

⓯㉓所有権移転登記完了 　　⓰㉔登記完了通知
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➋②用途廃止の審査

➌③審査結果報告
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公有財産譲渡手続


